
住宅用地球温暖化対策設備を設置するかたの補助金の申請を予算の範囲内で先着順に受付けます。

岡崎市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金
令和５年度

１台の対象経費の 25％相当額 上限１万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

家庭用エネルギー管理システム【HEMS】

蓄電システムの蓄電容量(ｋＷｈ) × １万円 ＝ 補助金額(千円未満切り捨て)

上限：１台の対象経費の５％相当額又は７万円のうち低い額 ※対象経費に工事費は含まない

定置用リチウムイオン蓄電システム

１台の対象経費の５％相当額 上限５万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

電気自動車等充給電システム【V2H】

太陽光発電システム（10kw 未満）

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(ｋＷ) × １万円 ＝ 補助金額
(小数点以下第３位を切り捨て) (千円未満切り捨て)

上限：対象設備設置費(税抜き)×１／２又は４万円のうち低い額

ＨＥＭＳ

１台の対象経費の 25％相当額 上限１万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

蓄電システム

蓄電システムの蓄電容量(ｋＷｈ) × １万円 ＝ 補助金額(千円未満切り捨て)

上限：１台の対象経費の５％相当額又は７万円のうち低い額 ※対象経費に工事費は含まない

最大合計１２万円

一体型(太陽光＋HEMS＋蓄電システム)

太陽光発電システム（10kw 未満）

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(ｋＷ) × １万円 ＝ 補助金額
(小数点以下第３位を切り捨て) (千円未満切り捨て)

上限：対象設備設置費(税抜き)×１／２又は４万円のうち低い額

ＨＥＭＳ

１台の対象経費の 25％相当額 上限１万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

Ｖ２Ｈ

１台の対象経費の５％相当額 上限５万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

最大合計１０万円

一体型(太陽光＋HEMS＋V2H)

太陽光発電システム（10kw 未満）

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(ｋＷ) × １万円 ＝ 補助金額
(小数点以下第３位を切り捨て) (千円未満端切り捨て)

上限：対象設備設置費(税抜き)×１／２又は４万円のうち低い額

ＨＥＭＳ

１台の対象経費の 25％相当額 上限１万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

断熱窓 ※既存住宅の改修をされる方が対象

１件の対象経費の５％相当額 上限５万円（１世帯１件まで）（千円未満切り捨て）

最大合計１０万円

一体型(太陽光＋HEMS＋断熱窓)

次ページにつづく

※太陽光発電システムについては一体型のみの受付です



・家庭用燃料電池システム（エネファーム）の補助対象者に、①自ら居住し、かつ区分所有をする集合住

宅に設備を設置される方、②新築に合わせて予め設備が設置されている集合住宅を、自らの居住を目的と

して購入される方を追加しました。

・国土交通省が実施する、こどもエコすまい支援事業における「注文住宅の新築」をご活用される方は、

ＺＥＨの補助対象者として、申請することが可能です。

１台の対象経費の５％相当額 上限２万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

電気自動車等充電設備

・設置工事前に必要書類を揃えて、ゼロカーボンシティ推進課（福祉会館５階）まで持参又は郵送ください。

※郵送の場合はあらかじめ電子メールによる書類の事前提出をお願いいたします。

詳細については、岡崎市ゼロカーボンシティ推進課ホームページをご確認ください。

URL：https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1564/3512/p037883.html

・年度内に補助事業が完了するものが対象となります。

申請について

１台の対象経費の５％相当額 【自然循環型】 上限１万６千円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

【強制循環型】 上限４万８千円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

太陽熱利用システム

お問合せ：岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課
電 話：０５６４－２３－６６８５
Ｆ Ａ Ｘ：０５６４－２３－６５３６
メ ー ル：ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

エコマイエロー康政

１台の対象経費の５％相当額 上限５万円（１世帯１台まで）（千円未満切り捨て）

※令和５年度より集合住宅にお住まいの方も申請いただけるようになりました。

家庭用燃料電池システム【エネファーム】

HPはこちら

１６万円（１世帯１件まで）
※国が実施する、こどもエコすまい支援事業における

「注文住宅の新築」を活用される方も対象になります

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

他の補助対象設備との同時申請は

できません。

令和５年度からの主な変更点



次世代自動車の内、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブ

リッド車（ＰＨＶ・PHEV）、燃料電池車（ＦＣＶ）を購入され

た方または、３年以上のリース契約（サブスクリプションを

含む）をされた方に補助金の申請を、予算の範囲内で先着順

に受け付けます。

・補助対象者に３年以上のリース（サブスクリプションを含む）契約をした方を追加しました。

※タクシー車、代行車、レンタカー等は対象外です

・電気自動車及びプラグインハイブリッド車の上限を２万円減額しました。

・ゼロカーボンドライブを推進するため、２万円の加算項目を追加しました。

◎ゼロカーボンドライブとは、太陽光や風力など再生可能エネルギーを使って発電した電力を活用した、走行時の CO₂排出量が

実質ゼロのドライブです。

岡崎市次世代自動車購入費補助金
令和５年度

車両本体価格の５％相当額 （個人又は法人につき、１年度の間において１台まで）

上限

電気自動車 ３万円

プラグインハイブリッド車 ３万円

燃料電池自動車（個人） 20万円

燃料電池自動車（法人） 10万円

【ゼロカーボンドライブによる加算】

電気自動車またはプラグインハイブリッド車の補助金を申請される方で、下記（１）～（３）のいず

れかに該当する方は補助金が２万円加算されます。

①太陽光発電システムが設置されており、その発電された電気が使用の本拠となる場所において消費され、

かつ一般送配電事業者の電力系統にその発電システムが接続されていること

②小売電気事業者との電気契約において、再生可能エネルギーを活用した電力メニューを選択し、再生可能

エネルギー由来の電気に切替えられていること

③グリーンエネルギー認証機関が認証したグリーン電力証書又は国内における地球温暖化対策のための排

出削減・吸収量認証制度（J‐クレジット制度）における再生可能エネルギー分野の方法論に基づいて実施さ

れる排出削減プロジェクト由来J‐クレジットを購入していること

補助金額

※４年に満たないリース契約により次世代自動車を導入する場
合は、表中の額によらず、その契約年数（年未満の期間が発生す
る場合は、その期間は切り捨てるものとする。）を 4で除した値
に、表中の補助額を乗じて得た額（千円未満切り捨て）を上限額
とします。

・次世代自動車の新車登録日の翌日から起算して、２か月以内かつ令和６年３月 29 日までに、必要書類

を添えて、市役所ゼロカーボンシティ推進課（福祉会館５階）まで持参又は郵送ください。

※郵送の場合はあらかじめ電子メールによる書類の事前提出をお願いいたします。

申請に関する詳細については、岡崎市ゼロカーボンシティ推進課ホームページを

ご確認ください。

URL: https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1564/3512/p037882.html HPはこちら

申請について

お問合せ：岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課
電 話：０５６４－２３－６６８５
Ｆ Ａ Ｘ：０５６４－２３－６５３６
メ ー ル：ondankataisaku@city.okazaki.lg.jp

エコマイエロー康政

令和５年度からの主な変更点


